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＜川越市＞  

不正市道認定住民訴訟   「敗  訴」 

東京高裁で世紀のデタラメ控訴審判決！  

 

2021 年 12 月９日、東京高等裁判所でまたひとつ日本の司法腐

敗を雄弁に物語る「世紀のデタラメ判決」 が言い渡された。  

この日、本紙が長らく報じてきた川越市不正市道認定損害賠償

請求住民訴訟 （ 過 去 記 事 は 2 ペ ー ジ 参 照 ） の控訴審判決で、鹿子木康

（ か の こ ぎ や す し ） 裁判長は原告住民の請求をすべて棄却、川越市

民の敗訴となった。  

「控訴審判決文」  

 

原 告 市 民 代 理 人  清 水 勉 弁 護 士 ・ 出 口 か お り 弁 護 士 は 「判決文は５ペー

ジだが、判決理由は２ページしか書いていない。 しかも判決理由は一審を上

回る酷さ」と 東 京 高 裁  鹿 子 木 康 裁 判 長 の 判 決 を 批 判 し た 。  

本 件 住 民 訴 訟 か ら 何 が 見 え た の か ？  そ し て 川 越 市 民 が 今 後 な す べ き こ

と は 何 か ？  事 件 の 経 緯 を 振 り 返 り な が ら 考 察 し て み よ う 。  

 

すべての企みは市長室から始まった 

この事件の源流は 平 成 21 年 初 夏 頃に遡る。当時、川 越 市 議 会 議 員 で あ り

不 動 産 業 を 営 む 吉 敷 賢 氏 と 元 川 越 市 議 ・ 齊 木 隆 弘 氏 が 、 川 合 善 明 市 長 を 訪

ね、齊木氏邸に隣接する土地の価値を高めるべく 「 市 道 」認定させる企み

を開始した。いわば密 室 の 市 長 室 で 計 画された、都市計画道路建設に関わ

る代 替 地 確 保 を 表 向 き の 理 由 と し た 利 益 供 与 の 疑 い が 濃厚な事件が始まっ

た。一方、川越市の公 道 ・ 寺 尾 大 仙 波 線 の 拡 張 工 事 は 昭 和 37 年 （ 1 96 2 年 ）
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の都市計画として開始され、 60 年経つ現在も続いている公共事業だ。  

道路拡張予定地となった地区住民には、市が代替地を提供して転居して

もらうことになる。それに目をつけたのが 不 動 産 業 者 で も あ っ た 吉 敷 市 議

（ 当 時 ）だった。簡単に言えば、齊 木 隆 弘 氏 の 邸 宅 に 隣 接 す る 土 地 を 川 越 市

が 寺 尾 大 仙 波 線 の 代 替 地 と し て 購 入 し た ことで、同時期に齊木氏の 娘 M.S

氏 名 義で購入した既存の県道に接続していない 袋 地 に 繋 が る 土 地 を「 市 道 」

にしてしまおうという計画である。  

 

その詳細は過去記事に譲るが、この計画は川合市長にしてみれば代替地

はどのみち必要で市の公共事業なのだから、露呈しても違法性はないと開

き直れるし、齊 木 氏 は 娘 名 義 の 土 地 の 価 値 が 上 が っ て 喜 び 、 不 動 産 の ノ ウ

ハ ウ で こ の 計 画 を 立 案 し た 吉 敷 市 議 も な ん ら か の 間 接 的 な 利 益 を 得 ら れ る

という、３者の思惑が一致した極秘の計画だった （ 経 緯 は 謎 の ま ま だ が 、

吉 敷 氏 は こ の 「 不 正 市 道 認 定 」 計 画 後 の 平 成 25 年 に マ ン シ ョ ン を 購 入 し て 入

居 し て い る ）。  

市が齊木隆弘氏と娘名義の土地に隣接する土地を代替地に設定したこと

によって、袋 地 に な る 齊 木 氏 の 娘 名 義 の 土 地 は 「 市 道 」に接続された。  

 

川 合 ・ 吉 敷 ・ 齊 木 に よ る 「 ３ 者 密 談 」 で、齊木邸前の土地が市道に接道

されるよう分筆したのである。結果、齊木氏の娘名義で購入された土地は

「 市 道 」 に認定され市 税 で 新 た な 道 路 と し て 舗 装 された。現地を見れば一

目瞭然だが、市道がまるでコンコースのように齊木邸を立派に見せてお

り、公道に面したことで齊木氏の娘名義の地価評価額も上がったはずだ。  

 

 下記は過去記事  リンク   

       

 提     訴    第  １  回期日   第  ２  回期日   第  ３  回期日  

第  ４  回期日   第  ６  回期日   第  ７  回期日   第  ８  回期日   

第  ９  回期日   第  １ ０ 回 期日    第  １ １ 回 期日    第  １ ２ 回 期日   

第  １ ３ 回 期日    第 14 回期日   第  １ ６ 回 期日     第  17 回期日    

一  審  判  決  （ 第 5 回 及 び 第 15 回 期 日 の 記 事 の 掲 載 は あ り ま せ ん ）  
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＜ 市 道 の 行 き 止 ま り が 齊 木 の 娘 M.S 氏 邸 。 右 側 が 齊 木 隆 弘 元 市 議 所 有 地 ＞  

 

写真のとおり現在、この短 い 市 道 の 真 正 面 の 「 行 き 止 ま り 」に齊木邸

（ 名 義 上 は 齊 木 氏 の 娘 ・ M .S 氏 。 道 路 右 側 全 て が 齊 木 隆 弘 氏 所 有 地 ）が建って

いる。川越市の市道認定では 「 公 道 に 接 続 さ れ る こ と 」「 公 共 の 用 途 の た

め に 通 り 抜 け が 出 来 る こ と 」 等の要件を満たさなくてはならないが、齊木

邸前の土地はど ち ら も 該 当 し な い 。    

そこで「 ３ 者 密 談 」は、齊木邸前の土地を 「 市 道 」 にするため、寺 尾 大

仙 波 線 の 道 路 拡 張 を 利 用 した。齊木氏が娘名義で写真奥の袋地を購入し、

写真左側の土地及び道路用地を代替地として川越市に買わせることで 、後

に「 市 道 認 定 」するという作戦である。 吉 敷 ら の 計 画 を 、 川 合 市 長 は 黙 っ

て 見 過 ご し 担 当 課 に 「 や る よ う に 」 と 指 示 だけすれば良いというわけだ。  

 

防御に必死の川合市長、前代未聞の訴訟妨害！  

結果、代替地が必要だったはずの３世帯のうち１世帯の土地は現在に至
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るまで空き地のままである。しかも、その空白の土地は齊木邸まで 繋がる

道路の真ん中に位置している。代替地が２世帯分だけであれば 「 市 道 」 を

齊木邸まで延ばす距離が足らなくなってしまうどころか、市道建設の口実

も失われてしまう。２ 世 帯 分 の 代 替 地 な ら ば 、 道 路 は 必 要 な い 。  

だから市は、３世帯分とするために 、 架 空 の 代 替 地 希 望 者 を 生 み 出 し た

のだというのが原告の訴えだ。実際、一審でも控訴審でも川越市は 「 第 ３

の 土 地 希 望 者 は い た 」と言っただけで、その 経 緯 を 立 証 す る こ と は 出 来 な

か っ たのである。だが、地裁も高裁も 「 架 空 の 代 替 地 希 望 者 」 については

一 切 無 視 し て 判 決 に も 触 れ なかった。この点は後述する。  

 

 

＜ 現 在 も 空 き 地 の ま ま の 代 替 地 ＞  

 

この不正市道認定によって生じた工事費や空いたままの 土 地 の 維 持 管 理

費 用 の 不 正 支 出 を訴えたのが、本件住 民 訴 訟 と な っ た 損 害 賠 償 請 求 裁 判

だ。さいたま地裁での一審裁判では、被告の川越市は防御一方 で四苦八苦

していた。口頭弁論での主張も二転三転し、 市 側 の 主 張 を 裏 付 け る 公 文 書
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も 記 録 も な か っ た り、あっても日 付 を 証 明 す る 受 付 印 が な い も の だったり

と、提訴から３年にわたって誤魔化しと不作為だらけの弁論に追われてい

た。裁判は原 告 住 民 が 圧 倒 的 優 勢 のうちに大詰めを迎えていた。  

 

川合市長と齊木氏親子はこの裁判の補助参加人だった。補助参加人と

は、裁判当事者ではないが判決によって利害関係が生じることが想定され

る者が、自分の利益を防御するために自己申告をして裁判に参加すること

である。本件では 被 告 は 川 越 市だから市長が川合氏であっても、個人とし

ての川 合 善 明 氏 と 齊 木 氏 親 子 は 訴 え ら れ て いない。  

 

だが川越市が敗訴した場合には、原因となった個人・川合氏と齊木氏親

子は川越市から損害賠償を請求されることが想定される。補助参加人とし

て裁判に参加しておけば、川越市が勝った場合には 個 人 ・ 川 合 氏 と 齊 木 氏

親 子 も 請 求を免れる。だから川合市長も、 原 告 住 民 23 名 （ 後 に 1 名 は 原 告

を 下 り る ）のうち 22 名 （ 戸 松 廣 治 氏 を 除 く ） に「 ア ン ケ ー ト 」 と 称 し た 自 家

製 の 手 紙 を 送 り 付 け る と い う 芸 当 をやってのけたのである。  

 

その手紙は「 あ な た は 川 越 市 長 の 私 を 訴 え ま し た か ？ 」 など複数項目の

アンケート形式のものだが、そもそも訴状には原告の氏名が並んでいるの

だから、被告・川越市の市長が、自分が訴えられたことを知らないわけが

ない。要するに 川 合 市 長 は 原 告 市 民 ら に 「 お れ を 訴 え る と は い い 度 胸 だ

な 」 と 言 わ ん ば か り の 圧 力 を か け る た めに、もってまわった「 ア ン ケ ー

ト 」などを送 り 付 け たのである。  

 

川合市長は裁判の中で、「 ア ン ケ ー ト 」 は 「 住 民 訴 訟 が 参 加 し た 原 告 自

身 の 意 思 に よ る も の か ど う か の 確 認 」 などとうそぶいていたが、このうち

２ 名 の 市 民 に 対 し て は 手 紙 どころか 直 接 電 話 ま で か け ている。しかも、原

告代理人弁護士の存在を完全に無視して、 相 手 方 当 事 者 に 直 接 手 紙 を 送 り

電 話 で 圧 力 を か け るなど明らかな 訴 訟 妨 害 で あ り、市長としても弁護士と

しても正気の沙汰ではない。逆に言えば、この住民訴訟がいかに川 合 氏 と

川 合 市 政 を 追 い 詰 め て い た か の 証 左 だ ろ う 。  
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危機に瀕した川合市政を救ったトンデモ裁判長  

ところが、そこに突如、川合市政の守護神が登場する。  

裁判所の人事異動により新たな担当裁判官となった、 さ い た ま 地 裁 の 倉

澤 守 春 裁 判 長である。本事件の最初の担当裁判官だった 谷 口 豊 裁 判 長 は、

倉 澤 裁 判 長 と 正 反 対 の い わ ゆ る リ ベ ラ ル 派 で、傍聴席から見ていても原告

市民らの主張に真摯に耳を傾け、主張がコロコロ変わる川越市には手厳し

いほどの姿勢で臨んでいた。それが 倉 澤 裁 判 長 に 交 代 した途端、まるでオ

セロゲームのように優勢だった 「 白 」コマは、一気に 「 黒 」へと引っくり

返されたのである。  

倉 澤 裁 判 長は、これまで被告川越市さえ主張したことがなかった 「市

道を作らないと袋地になってしまう住民がいるから市道認定した」という独自

の視点を持ち出し、なんと口頭弁論の法廷で 「要点はこう いう ことじゃないで

しょうか？」と発言し、被告側に助け舟を出したのである。  

「 こ う 主 張 し て く れ た ら 市 を 勝 た せ て あ げ ま す よ 」 と公言するに等し

い、あからさまな 「 示 唆 」 だ。当然、川越市代理人弁護士が 倉 澤 裁 判 長 の

「 サ イ ン 」を見逃すはずがない。大詰めに来て川越市は、それまでとはま

ったく路線を変え 「 倉 澤 判 決 」を事前に読み取ったかの主張を展開した。  

 

３年も続いた一審裁判は、 倉 澤 裁 判 長 と い う 公 権 力 の 守 護 神 の登場か

ら、わずか５ 回 の 口 頭 弁 論 （ 口 頭 弁 論 は 全 部 で 17 回 ）で審理が終結となり

ト ン デ モ 判 決 で 幕 を 閉 じ た 。形勢不利な公権力側を勝たせるために、公開

法廷で入れ知恵してみせた 倉 澤 守 春 裁 判 長 は 「 ト ン デ モ 裁 判 長 」という表

現では収まらない 「 国 賊 裁 判 長 」 と言えよう。  

一審判決よりデタラメな控訴審判決  

原 告 住 民 ら は 今 年 ７ 月 、 控 訴 に 踏 み 切 っ た 。しかし、 12 月 ９ 日  東京高

等裁判所 鹿 子 木 康 裁 判 長は 「控訴人らの請求をいずれも棄却した原判決

は相当」と結論し、原 告 住 民 の 請 求 を す べ て 棄 却 した。  

 冒頭に触れたように、原告住民代理人 清 水 弁 護 士 をして 「一審判決は、

かなり酷 い判決であったが、控訴審判決は、さらに酷 い」と言 わ しめ た 控訴
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審判決は、さいたま地裁よりもあからさまに権力側をエコ贔屓した内容と

なっていた。本紙が「世紀のデタラメ判決」 と評する「鹿子木判決」

の大きなトンデモ判決理由は２点ある。まず、寺尾大仙波線の代替地とし

て、３ 区 画 に 分 筆 前 の 平 成 21 年 の 時 点では、代替地を必要とする 地 権 者 は

誰 も い な か っ た 。これが原 告 の 主 張 で あ っ た 。  

 

しかし、鹿 子 木 裁 判 長 の 控 訴 審 判 決 では 「 ３区画のう ち２区画は払い下げ

られているし、残 りの１ 区画にも代替地として取得する予定の地権者がいた。

だから３区画分の代替地は必要であったため、原告の主張は認められない」

と述べている。この判決のデタラメな点は時系列である。  

「 ３ 区 画 分 筆 時 に 代 替 地 希 望 者 が い な か っ た 」 という原告に対して、 鹿

子 木 裁 判 長 は 「分筆時に代替地希望者がいなかったとしても、今は実際に２

世帯住んでるじゃん。もう 1 区画にも希望者はいたんだって市は言ってるじゃ

ん。なら問題ないじゃん」と言うのである。  

 

当たり前の話として、裁判で 「 犯 行 当 時 は 罪 を 犯 し ま し た が 、 い ま は や

っ て ま せ ん か ら 問 題 な い で す 」 などという主張が認められるはずがない。  

ところが、この 鹿 子 木 裁 判 長 は 「 現在の状況で問題ないのだから、市が

訴えられるスジ合いはない」と市民を斬り捨てたのである。  

次に「 袋 地 」問題だ。一審の 「 倉 澤 判 決 」 では争点となっていた齊木親

子の土地について 「 袋 小 路 に な る 土 地 に 市 が 道 路 を 確 保 す る こ と は 不 合 理

で は な い 」としていたが、控訴審の「 鹿 子 木 判 決 」では 「誰であろう と袋小

路となる土地のために道路用地を確保することは不合理ではない」との判決

なのだ。  

 

元市議・齊木隆弘氏の娘名義で取得した土地の東側には、隣接する父親・

齊木隆弘氏の土地があり、道路がなくても齊木隆弘氏の土地を通れば何の

問題もなく公道へ出られる。だから齊木氏の 娘 名 義 で 取 得 し た 袋 地 の 土 地

に、わざわざ市 道 認 定 し た 道 路 を 作 っ た こ と は 問 題 で あ る と い う の が 原 告

の 主 張であったが、控訴審 鹿 子 木 裁 判 長 は 一 切 認 め な か っ た 。  

市道認定する道路の基準では、公共の用途として 「 通 り 抜 け で き る 」 こ
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と が 原 則とされているにも関わらず 「 鹿 子 木 判 決 」 で は 、 こ の 点 を 完 全 に

無 視。つまり、権力側が不利になることには触れない 「 言 っ た も の 勝 ち 」

である。  

裁判で腐敗行政は倒せない 

本事件に限らず、民間人が国や市といった公権力を訴える行政訴訟は、

圧 倒 的 に 行 政 ＝ 権 力 側 が 勝 つ ことになっている。市民側の 勝 訴 率 は お よ そ

10％と言われる行政訴訟は、民事裁判ではもっともハードルが高い。  

裁判所も行政も同じ権力だから、裁判官は民よりも権力側の主張が正し

いに決まっていると考え、間違っている場合でも 「 判 決 と い う 名 の 作 文 」

で権 力 側 が 勝 つ ようにする。本件裁判一審の 倉 澤 守 春 裁 判 長 （ さ い た ま 地

裁 ）、控訴審の鹿 子 木 康 裁 判 長 （ 東 京 高 裁 ） とも、権力に不都合な点は裁判

の争点であったことさえ平然と無視する名ばかりの判決を言い渡した。  

権力に不都合で、同時に判決文に書かないわけにはいかない点につい

て、権力守護派の裁判官は、 争 点 ご と 無 視 す る と い う 手 段を取る。  

 

本事件では「 架 空 の 第 ３ の 代 替 地 希 望 者 」がそれである。第 ３ の 代 替 地

希 望 者 が 「 い た 」 というのは川越市の主張の上でのことだ。勿論、その人

物は実在する川越市民なのだが、空き地となった問題の土地に 「 関 心 が あ

っ た が 、 や が て 翻 意 し た 」 ことを被告である川越市は、まったく証明でき

なかったのである。だから原告側はそれを 「 架 空 の 第 ３ の 代 替 地 希 望 者 」

と呼んでいた。判決でも、結果として現在同地に居住する２世帯ではない

「 第 ３ の 代 替 地 希 望 者 」 の 存 在 はたった一言だけ触れているだけで、本当

に希望していたのか、なぜ翻意して希望しなくなったのかという経緯を 川

越 市 が 証 明 し て い な い 点 に つ い て 触 れ て い な い のである。  

 

もし２世帯だけだと「 市 道 」 認 定 に 不 都 合 だから「 架 空 の 代 替 地 希 望

者 」を作って、この秘密の計画が進められたのだとする原告主張につい

て、一審の倉 澤 裁 判 長 も 控 訴 審 の 鹿 子 木 裁 判 長 も 一 切 無 視 し た のはなぜ

か？つまり、裁判所がここに触れると判決は書けなくなるのだ。  

この「 第 ３ の 代 替 地 希 望 者 」 が 本 件 裁 判 に お け る 原 告 住 民 の 主 張 の 核 心
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部であることを、 倉 澤 ・ 鹿 子 木 裁 判 長 ら 自 身 が 理 解 し た からこそ判決文で

言及しないという禁じ手を使ったのである。  

争点に触れない裁判などは、もはや裁判ではない。  

本来、国民の権利であるはずの裁判で、なぜ国民が負けるのか？  

大きな理由は２点で、ひとつには 裁 判 所 こ そ が 最 高 権 力であること、も

うひとつは公 権 力 の マ ン パ ワ ー と 資 金 力 である。最高権力者たる裁判長

が、同じ権力者だが弱小権力たる 市 長 に 判 官 贔 屓 （ ほ う が ん び い き ＝ 弱 い 方

に 同 情 し た 加 勢 ） したわけだ。そして公権力を勝たせる裁判官は例外なく出

世する。また公権力には公務員という膨大な数の人手と、長期にわたる裁

判でも法 務 費 用 に 困 る こ と も な い 資 金 （ 税 金 ） がある。民間人である市民

は、行政訴訟を起こすだけでも大変な 労 力 と 裁 判 費 用 の 負 担 を 強いられ

る。公権力は図々しくも市民が収めた税金で弁護士を雇う。  

 

本事件の被告川越市も市民の税金で弁護士を雇い、大勢いる職員を顎で

使って裁判に臨める。この点において、行 政 訴 訟 と は 市 民 側 に と っ て 不 利

な ゲ ー ム だが、原告は勝利を信じて闘った。  

川越市の権力者・ 川 合 善 明 市 長 が 次 か ら 次 へ と デ タ ラ メ な 言 い 分 の 訴 訟

を 連 発 し て も 、 裁 判 所 が 市 長 に 有 利 に な る よ う 気 遣 っ て くれるのは、市長

に忖度 （ そ ん た く ） するからというよりも 「 権 力 者 の 性 質 」が同じだから

と言うべきだろう。いわゆるリベラル派裁判官に当たらない限り、地裁も

高裁も本質的な裁判所の姿勢というものは変わらない。  

ある弁護士はブログで次のように述べている。  

 

裁判所に行けば、正当な権利が救済されるとはもはや思わない

方がいい。政治的な問題ではまず弱者が敗訴し、政治的でない事

案でも、サイコロの目を転がすように勝敗が決まってしまうよう

な事態に陥りつつある。  

みどり共同法律事務所  

穂 積 剛 弁 護 士 コ ラ ム 「裁判所が狂い始めている」（ 2 018 年 5 月 ）  

http://www.midori-lo.com/column_lawyer_122.html 

 

http://www.midori-lo.com/column_lawyer_122.html
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市民の手で腐敗市長を引きずり降ろせ 

では、なぜ市民たちは行政訴訟を起こすのか？  

それは行 政 の 不 正 を 公 に 問 う ために、唯一市民が与えられた方法だから

だ。民の勝率が１割程度でも、公権力の犯罪、暴走、腐敗を裁判で社会に

問うことは重要だ。Ｓ Ｎ Ｓ 時 代では「 ト ン デ モ 判 決 」 はその裁判長の名前

と共に瞬時に世界に拡散される。しかし裁判官は、自分の判決を反省する

ことも良心の呵責を感じることもない。公権力を勝たせれば出世し、退官

後も天下り先に困らない。  

司法で行政を正すことは決して有効策ではないだろう。しかし、 市 民 に

は 「 選 挙 権 」 と い う 公 権 力 に 対 す る 最 大 の 武 器 が与えられている。いかに

裁判所が権力者を贔屓するといっても、それは 「 権 力 者 が 権 力 あ る 地 位 に

い る 間 だ け 」のことである。本件裁判の原告市民敗訴の結末に、川合善明

市長はご満悦だろう。だが 「 市 長 」 でなければ誰にも守ってもらえないこ

とを一番理解しているのは川合善明氏自身であろう。  

 

道 路 を 不 正 に 作 ろ う が 、 住 民 訴 訟 の 原 告 と な っ た 女 性 市 民 を 狙 い 撃 ち で

ス ラ ッ プ 訴 訟しようが、裁判官が守ってくれる。だからこそ川合氏には

「 市 長 職 」 が 何 よ り も 大 事 な 命 綱 なのだ。このような人間に反省や良心の

呵責を期待しても不毛なだけである。  

それよりも市民は問題人物を市長に選ばないこと、 間 違 っ て 市 長 に し て

し ま っ た 人 物 は リ コ ー ル 選 挙 で 首 長 の 座 か ら 引 き ず り 降 ろ す こ と を 考 え る

べ きである。投票率が低い川越市では実現の可能性は限りなく低いが、実

はリコール選挙はデタラメ裁判よりも強力な市民の武器だ。なぜなら一般

の選挙でもリコール選挙でも、 投 票 に 立 証 な ど 不 要 だからである。  

 

ポピュリズム批判で言われる 「 気 分 だ け 」 で 当 選 す る 政 治 家 もいれば、

「 風 」 だ け で 落 選 す る の も 政治家だ。こう考えれば、市民が裁判で 権 力 に

敗 訴 す る こ と は 大 き な 問 題 で は な い 。実際に多くの政治家が 裁 判 で は な く

「 世 論 」 に よ っ て 政 治 生 命 を絶たれている。市民が声を挙げることは、そ

れだけの力を発揮するのである。  


